
所
設

置
市

の
市

長
と

す
る

。
以

下
同

じ
。

）
が

児
童

福
祉

法
第

２
７

条
第

１
項

第
２

号
に

よ
る

指
導

委
託

先
と

し
て

も
適

切
な

水
準

の
専

門
性

を
有

す
る

機
関

で
あ

る
と

認
め

た
者

と
す

る
。

３
支

援
体

制
の

確
保

３
児

童
福

祉
施

設
へ

の
附

置
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
要

保
護

児
童

及
び

要
支

援
児

童
の

相
談

指
導

に
関

す
る

知
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
は

、
児

童
福

祉
施

設
の

相
談

指
導

に
関

す
る

知
見

や
、

夜
間

・
見

や
経

験
を

有
し

、
夜

間
・

緊
急

時
の

対
応

や
一

時
保

護
等

を
迅

速
か

つ
適

切
に

行
う

こ
緊

急
時

の
対

応
、

一
時

保
護

等
に

当
た

っ
て

の
施

設
機

能
の

活
用

を
図

る
観

点
か

ら
、

乳
児

と
が

で
き

る
よ

う
、

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

福
祉

施
設

、
警

察
そ

の
他

の
関

係
機

関
院

、
母

子
生

活
支

援
施

設
、

児
童

養
護

施
設

、
情

緒
障

害
児

短
期

治
療

施
設

及
び

児
童

自
立

と
の

連
携

そ
の

他
の

支
援

体
制

を
確

保
し

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。
支

援
施

設
に

附
置

す
る

。

４
事

業
内

容
等

４
事

業
内

容
等

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

以
下

に
定

め
る

事
業

を
実

施
す

る
。

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

は
、

以
下

に
定

め
る

事
業

を
実

施
す

る
。

（
１

）
地

域
・

家
庭

か
ら

の
相

談
に

応
ず

る
事

業
（

１
）

地
域

・
家

庭
か

ら
の

相
談

に
応

ず
る

事
業

地
域

の
児

童
の

福
祉

に
関

す
る

各
般

の
問

題
に

つ
き

、
児

童
に

関
す

る
家

庭
そ

の
他

か
地

域
の

児
童

の
福

祉
に

関
す

る
各

般
の

問
題

に
つ

き
、

児
童

、
母

子
家

庭
そ

の
他

か
ら

ら
の

相
談

の
う

ち
、

専
門

的
な

知
識

及
び

技
術

を
必

要
と

す
る

も
の

に
応

じ
、

必
要

な
助

の
相

談
に

応
じ

、
必

要
な

助
言

を
行

う
。

言
を

行
う

。
（

２
）

市
町

村
の

求
め

に
応

ず
る

事
業

市
町

村
の

求
め

に
応

じ
、

技
術

的
助

言
そ

の
他

必
要

な
援

助
を

行
う

。
（

３
）

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
か

ら
の

受
託

に
よ

る
指

導
（

２
）

都
道

府
県

（
児

童
相

談
所

）
か

ら
の

受
託

に
よ

る
指

導
児

童
相

談
所

に
お

い
て

、
施

設
入

所
ま

で
は

要
し

な
い

が
要

保
護

性
が

あ
る

児
童

、
施

児
童

相
談

所
に

お
い

て
、

施
設

入
所

ま
で

は
要

し
な

い
が

要
保

護
性

が
あ

り
、

継
続

的
設

を
退

所
後

間
も

な
い

児
童

な
ど

、
継

続
的

な
指

導
措

置
が

必
要

で
あ

る
と

さ
れ

た
児

童
な

指
導

措
置

が
必

要
で

あ
る

と
さ

れ
た

児
童

及
び

そ
の

家
庭

に
つ

い
て

、
指

導
措

置
を

受
及

び
そ

の
家

庭
に

つ
い

て
、

指
導

措
置

を
受

託
し

て
指

導
を

行
う

。
託

し
て

指
導

を
行

う
。

（
４

）
関

係
機

関
等

と
の

連
携

・
連

絡
調

整
（

３
）

関
係

機
関

等
と

の
連

携
・

連
絡

調
整

児
童

や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
た

め
、

児
童

相
談

所
、

市
町

村
、

児
童

や
家

庭
に

対
す

る
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
た

め
、

福
祉

事
務

所
、

児
童

福
福

祉
事

務
所

、
児

童
福

祉
施

設
、

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

、
民

生
委

員
、

児
童

委
祉

施
設

、
民

生
委

員
、

児
童

委
員

、
母

子
自

立
支

援
員

、
母

子
福

祉
団

体
、

公
共

職
業

安
員

、
母

子
自

立
支

援
員

、
母

子
福

祉
団

体
、

公
共

職
業

安
定

所
、

婦
人

相
談

員
、

保
健

所
、

定
所

、
婦

人
相

談
員

、
保

健
所

、
市

町
村

保
健

セ
ン

タ
ー

、
精

神
保

健
福

祉
セ

ン
タ

ー
、

市
町

村
保

健
セ

ン
タ

ー
、

精
神

保
健

福
祉

セ
ン

タ
ー

、
教

育
委

員
会

、
学

校
等

と
の

連
絡

教
育

委
員

会
、

学
校

等
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

。
調

整
を

行
う

。

５
事

業
の

実
施

５
事

業
の

実
施

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

次
の

点
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

事
業

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

次
の

点
に

留
意

す
る

も
の

と
す

る
。

（
１

）
～

（
２

）
（

１
）

住
民

の
利

用
度

の
高

い
時

間
に

対
応

で
き

る
体

制
を

採
る

よ
う

配
慮

す
る

も
の

と
す

る
。

（
略

）
（

２
）

支
援

に
当

た
っ

て
は

、
児

童
、

保
護

者
そ

の
他

の
意

向
の

把
握

に
努

め
る

と
と

も
に

、
懇

切
を

旨
と

し
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
３

）
児

童
に

関
す

る
家

庭
そ

の
他

か
ら

の
専

門
的

な
知

識
及

び
技

術
を

必
要

と
す

る
相

談
に

（
３

）
児

童
、

母
子

家
庭

そ
の

他
の

家
庭

、
地

域
住

民
そ

の
他

か
ら

の
相

談
に

応
じ

る
場

合
に

応
じ

る
場

合
に

は
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

り
積

極
的

に
児

童
及

び
家

庭
に

係
る

状
況

把
握

は
、

必
要

に
応

じ
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

り
積

極
的

に
児

童
及

び
家

庭
に

係
る

状
況

把
握

を
し

、
問

題
点

の
明

確
化

を
図

る
。

な
お

、
専

門
的

な
知

識
を

特
に

必
要

と
し

な
い

軽
微

を
し

、
問

題
点

の
明

確
化

を
図

る
。

な
相

談
に

つ
い

て
は

、
市

町
村

と
連

携
し

て
適

切
な

対
応

を
図

る
。

（
４

）
～

（
５

）
（

４
）

当
該

児
童

及
び

家
庭

に
係

る
援

助
計

画
を

作
成

し
、

こ
れ

に
基

づ
く

援
助

を
行

う
な

ど
、

（
略

）
計

画
的

な
援

助
の

実
施

を
図

る
。

（
５

）
処

遇
の

適
正

な
実

施
を

図
る

た
め

、
相

談
者

に
係

る
基

礎
的

事
項

、
援

助
計

画
の

内
容

及
び

実
施

状
況

等
を

記
録

に
止

め
る

。
な

お
、

個
人

の
身

上
に

関
す

る
秘

密
が

守
ら

れ
る

よ
う

、
記

録
は

適
切

に
管

理
す

る
も

の
と

す
る

。
（

６
）

援
助

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

問
題

点
の

把
握

、
援

助
目

標
・

援
助

方
法

を
明

確
（

６
）

援
助

計
画

の
作

成
に

当
た

っ
て

は
、

問
題

点
の

把
握

、
援

助
目

標
・

援
助

方
法

を
明

確
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に
し

、
こ

れ
に

基
づ

く
計

画
的

な
処

遇
を

行
う

と
と

も
に

、
随

時
計

画
の

再
評

価
を

行
う

に
し

、
こ

れ
に

基
づ

く
計

画
的

な
処

遇
を

行
う

と
と

も
に

、
随

時
計

画
の

再
評

価
を

行
う

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
機

関
と

の
連

絡
・

調
整

を
図

り
、

そ
れ

ぞ
れ

も
の

と
す

る
。

ま
た

、
必

要
に

応
じ

て
関

係
機

関
と

の
連

絡
・

調
整

を
図

り
、

そ
れ

ぞ
れ

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
も

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。

の
役

割
分

担
に

つ
い

て
も

計
画

に
盛

り
込

む
こ

と
。

児
童

相
談

所
か

ら
の

指
導

委
託

を
受

託
す

る
場

合
に

は
、

児
童

相
談

所
の

指
導

の
下

援
特

に
児

童
相

談
所

か
ら

の
指

導
委

託
を

受
託

す
る

場
合

に
は

、
児

童
相

談
所

の
指

導
の

助
計

画
を

作
成

す
る

等
、

児
童

相
談

所
の

処
遇

指
針

と
の

整
合

性
を

図
る

。
下

援
助

計
画

を
作

成
す

る
等

、
児

童
相

談
所

の
処

遇
指

針
と

の
整

合
性

を
図

る
。

ま
た

、
市

町
村

の
求

め
に

応
じ

、
技

術
的

助
言

そ
の

他
必

要
な

援
助

を
行

う
場

合
に

は
、

市
町

村
や

市
町

村
が

設
置

す
る

要
保

護
児

童
対

策
地

域
協

議
会

と
共

同
し

て
援

助
計

画
を

作
成

し
、

役
割

分
担

を
明

確
に

す
る

。
（

７
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
時

又
は

市
町

村
の

求
め

に
応

ず
る

時
は

、
正

当
（

７
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
時

は
、

正
当

な
理

由
が

な
い

か
ぎ

り
、

こ
れ

を
な

理
由

が
な

い
か

ぎ
り

、
こ

れ
を

拒
ん

で
は

な
ら

な
い

。
拒

ん
で

は
な

ら
な

い
。

（
８

）
（

８
）

児
童

相
談

所
か

ら
指

導
委

託
を

受
け

た
事

例
に

つ
い

て
、

訪
問

等
の

方
法

に
よ

る
指

導
（

略
）

を
行

い
、

定
期

的
に

そ
の

状
況

を
児

童
相

談
所

に
報

告
す

る
と

と
も

に
、

必
要

に
応

じ
て

児
童

相
談

所
の

指
示

及
び

助
言

を
求

め
る

な
ど

、
児

童
相

談
所

と
密

接
な

連
絡

を
と

る
も

の
と

す
る

。
（

９
）

夜
間

等
の

緊
急

の
相

談
等

に
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
、

必
要

な
関

係
（

９
）

夜
間

等
の

緊
急

の
相

談
等

に
迅

速
に

対
応

で
き

る
よ

う
、

あ
ら

か
じ

め
、

必
要

な
関

係
機

関
等

と
の

連
絡

方
法

等
の

対
応

手
順

に
つ

い
て

児
童

福
祉

施
設

、
児

童
相

談
所

等
の

関
機

関
等

と
の

連
絡

方
法

等
の

対
応

手
順

に
つ

い
て

附
置

さ
れ

る
施

設
、

児
童

相
談

所
等

の
係

機
関

等
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

関
係

機
関

等
と

協
議

の
上

、
定

め
る

も
の

と
す

る
。

（
1
0
）

（
1
0
）

附
置

さ
れ

る
児

童
養

護
施

設
等

は
、

緊
急

時
等

に
お

い
て

当
該

施
設

で
実

施
す

る
在

宅
（

削
除

）
福

祉
事

業
等

の
利

用
及

び
児

童
相

談
所

か
ら

の
一

時
保

護
委

託
が

可
能

と
な

る
よ

う
体

制
を

確
保

し
て

お
く

も
の

と
す

る
。

（
1
1
）

児
童

相
談

所
と

常
に

密
接

な
連

携
を

図
り

、
児

童
相

談
所

に
よ

る
技

術
的

支
援

及
び

他
（

1
1
）

児
童

相
談

所
と

常
に

密
接

な
連

携
を

図
り

、
児

童
相

談
所

に
よ

る
技

術
的

支
援

及
び

他
の

関
係

機
関

と
の

連
携

に
係

わ
る

仲
介

、
調

整
等

の
協

力
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
の

関
係

機
関

と
の

連
携

に
係

わ
る

仲
介

、
調

整
等

の
協

力
を

受
け

る
も

の
と

す
る

。
児

童
相

談
所

と
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
と

の
連

携
に

つ
い

て
は

、
平

成
○

○
年

○
月

児
童

相
談

所
と

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

と
の

連
携

に
つ

い
て

は
、

平
成

１
７

年
２

月
○

○
日

雇
児

発
第

通
知

○
○

号
厚

生
労

働
省

雇
用

均
等

・
児

童
家

庭
局

長
通

知
「

児
童

相
１

４
日

雇
児

発
第

通
知

０
２

１
４

０
０

３
号

厚
生

労
働

省
雇

用
均

等
・

児
童

家
庭

局
長

通
談

所
運

営
指

針
の

改
定

に
つ

い
て

」
に

よ
る

。
知

「
児

童
相

談
所

運
営

指
針

の
改

定
に

つ
い

て
」

に
よ

る
。

（
1
2
）

～
（

1
4
）

（
1
2
）

相
談

を
受

け
た

場
合

等
は

、
訪

問
や

通
所

等
の

方
法

に
よ

る
援

助
を

は
じ

め
、

必
要

に
（

略
）

応
じ

関
係

機
関

と
の

調
整

を
図

る
等

、
柔

軟
か

つ
速

や
か

に
必

要
な

援
助

活
動

を
展

開
す

る
も

の
と

す
る

。
な

お
、

複
雑

・
困

難
及

び
法

的
対

応
を

必
要

と
す

る
よ

う
な

事
例

に
つ

い
て

は
、

児
童

相
談

所
等

の
関

係
機

関
に

通
告

ま
た

は
あ

っ
せ

ん
を

行
う

。
（

1
3
）

相
談

の
実

施
に

当
た

っ
て

は
、

母
子

自
立

支
援

員
、

婦
人

相
談

員
、

家
庭

相
談

員
、

児
童

委
員

等
と

の
連

携
を

図
り

、
例

え
ば

こ
れ

ら
の

相
談

員
等

が
同

一
日

に
相

談
に

応
ず

る
「

総
合

相
談

日
」

等
を

設
け

る
等

の
配

慮
を

行
う

も
の

と
す

る
。

（
1
4
）

児
童

相
談

所
、

児
童

福
祉

施
設

等
と

の
連

絡
調

整
を

行
う

に
当

た
っ

て
は

、
支

援
を

迅
速

か
つ

的
確

に
行

う
こ

と
が

で
き

る
よ

う
円

滑
に

こ
れ

を
行

わ
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

６
職

員
の

配
置

等
６

職
員

の
配

置
等

（
１

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

管
理

責
任

者
を

定
め

る
と

と
も

に
、

次
の

職
種

の
職

（
１

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

管
理

責
任

者
を

定
め

る
と

と
も

に
、

次
の

職
種

の
職

員
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

員
を

配
置

す
る

も
の

と
す

る
。

ア
相

談
・

支
援

を
担

当
す

る
職

員
（

２
名

）
ア

相
談

・
支

援
を

担
当

す
る

職
員

（
常

勤
１

名
及

び
非

常
勤

１
名

）
児

童
福

祉
法

第
１

３
条

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

。
児

童
福

祉
事

業
児

童
福

祉
法

第
１

３
条

第
２

項
各

号
の

い
ず

れ
か

に
該

当
す

る
者

。
児

童
福

祉
事

業
の

実
務

経
験

を
十

分
有

し
各

種
福

祉
施

策
に

熟
知

し
て

い
る

こ
と

が
望

ま
し

い
。

の
実

務
経

験
を

十
分

有
し

各
種

福
祉

施
策

に
熟

知
し

て
い

る
こ

と
が

望
ま

し
い

。
な

お
、

児
童

福
祉

施
設

等
に

附
置

し
て

い
る

場
合

は
、

入
所

者
等

の
直

接
処

遇
の

業
な

お
、

附
置

さ
れ

る
児

童
養

護
施

設
等

入
所

者
の

直
接

処
遇

の
業

務
は

行
わ

な
い

も
務

は
行

わ
な

い
も

の
で

あ
る

こ
と

。
の

で
あ

る
こ

と
。

イ
心

理
療

法
等

を
担

当
す

る
職

員
（

１
名

）
イ

心
理

療
法

等
を

担
当

す
る

職
員

（
非

常
勤

１
名

）
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児
童

及
び

保
護

者
に

対
し

、
心

理
学

的
側

面
か

ら
の

援
助

を
行

う
。

児
童

及
び

保
護

者
に

対
し

、
心

理
学

的
側

面
か

ら
の

援
助

を
行

う
。

（
２

）
職

員
の

責
務

（
２

）
職

員
の

責
務

（
略

）
ア

職
員

は
そ

の
職

務
を

遂
行

す
る

に
当

た
っ

て
は

、
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

を
守

ら
な

け
れ

ば
な

ら
な

い
。

（
児

童
福

祉
法

第
４

４
条

の
２

第
３

項
）

イ
職

員
は

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

果
た

す
べ

き
役

割
の

重
要

性
に

鑑
み

、
各

種
研

修
会

及
び

異
種

職
と

の
交

流
等

あ
ら

ゆ
る

機
会

を
と

ら
え

、
相

談
・

支
援

等
の

技
術

等
に

関
し

自
己

研
鑽

に
努

め
る

も
の

と
す

る
。

７
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
備

７
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

設
備

次
の

設
備

を
設

け
る

も
の

と
す

る
。

次
の

設
備

を
設

け
る

も
の

と
す

る
。

た
だ

し
、

児
童

福
祉

施
設

等
に

附
置

し
て

い
る

場
合

は
、

入
所

者
等

の
処

遇
及

び
当

該
施

た
だ

し
、

附
置

さ
れ

る
児

童
福

祉
施

設
の

入
所

者
の

処
遇

及
び

当
該

施
設

の
運

営
上

支
障

設
の

運
営

上
支

障
が

生
じ

な
い

場
合

に
は

、
附

置
さ

れ
る

施
設

と
設

備
の

一
部

を
共

有
す

る
が

生
じ

な
い

場
合

に
は

、
附

置
さ

れ
る

施
設

と
設

備
の

一
部

を
共

有
す

る
こ

と
は

差
し

障
え

こ
と

は
差

し
障

え
な

い
。

な
い

。
な

お
、

設
備

に
つ

い
て

は
利

用
者

の
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

が
守

ら
れ

る
よ

う
十

分
な

お
、

設
備

に
つ

い
て

は
利

用
者

の
個

人
の

身
上

に
関

す
る

秘
密

が
守

ら
れ

る
よ

う
十

分
配

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
配

慮
す

る
も

の
と

す
る

。
（

１
）

相
談

室
・

プ
レ

イ
ル

ー
ム

（
１

）
相

談
室

・
プ

レ
イ

ル
ー

ム
（

２
）

事
務

室
（

２
）

事
務

室
（

３
）

そ
の

他
必

要
な

設
備

（
３

）
そ

の
他

必
要

な
設

備

８
広

報
等

に
つ

い
て

８
広

報
等

に
つ

い
て

（
略

）
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

利
用

促
進

を
図

る
た

め
、

そ
の

目
的

や
利

用
方

法
等

に
つ

い
て

、
地

域
住

民
が

理
解

し
や

す
い

よ
う

に
工

夫
さ

れ
た

広
報

活
動

を
積

極
的

に
行

う
も

の
と

す
る

。
ま

た
、

児
童

家
庭

支
援

セ
ン

タ
ー

の
所

在
が

利
用

者
に

明
確

に
把

握
さ

れ
る

よ
う

に
、

そ
の

所
在

を
掲

示
版

等
に

よ
り

表
示

す
る

こ
と

。

９
経

費
の

補
助

９
経

費
の

補
助

（
略

）
国

は
、

都
道

府
県

（
指

定
都

市
及

び
児

童
相

談
所

設
置

市
を

含
む

。
）

が
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
の

運
営

の
た

め
に

支
出

し
た

費
用

に
つ

い
て

、
別

に
定

め
る

と
こ

ろ
に

よ
り

補
助

す
る

も
の

で
あ

る
こ

と
。

（
参

考
）

援
助

計
画

の
作

成
及

び
再

評
価

の
流

れ
に

つ
い

て
（

参
考

）
援

助
計

画
の

作
成

及
び

再
評

価
の

流
れ

に
つ

い
て

（
略

）
（

援
助

計
画

の
内

容
）

・
個

々
の

児
童

、
保

護
者

等
に

対
す

る
援

助
の

選
択

（
児

童
、

保
護

者
等

の
意

向
及

び
具

体
的

援
助

を
行

う
者

の
条

件
を

考
慮

し
、

そ
の

児
童

に
最

も
適

合
す

る
援

助
を

選
択

す
る

。
）

・
具

体
的

援
助

の
指

針
（

援
助

の
目

標
、

児
童

の
持

つ
そ

れ
ぞ

れ
の

問
題

に
対

す
る

指
導

方
法

、
児

童
の

持
つ

良
い

面
の

伸
ば

し
方

、
児

童
の

周
辺

に
あ

る
保

護
者

等
に

対
す

る
指

導
方

法
、

そ
の

他
必

要
な

留
意

点
等

具
体

的
か

つ
広

範
に

わ
た

り
行

う
。

）

（
援

助
計

画
の

作
成

及
び

再
評

価
の

流
れ

）
１

．
相

談
に

よ
る

問
題

点
の

把
握

（
主

訴
か

ら
隠

れ
た

問
題

を
探

る
）

２
．

援
助

目
標

の
設

定
３

．
援

助
方

法
の

明
確

化
（

留
意

点
及

び
関

係
機

関
と

の
役

割
分

担
を

含
む

）

-196-



４
．

援
助

計
画

の
再

評
価

（
援

助
の

実
施

に
伴

う
新

た
な

問
題

点
の

発
見

及
び

援
助

方
法

等
）

。

（
具

体
的

事
例

）
１

．
相

談
に

よ
る

問
題

点
の

把
握

子
ど

も
（

乳
児

）
の

夜
泣

き
が

止
ま

ら
ず

困
っ

て
い

る
。

（
母

親
か

ら
の

電
話

に
よ

る
主

訴
） 母

親
は

育
児

方
法

が
分

か
ら

ず
子

ど
も

を
虐

待
し

て
い

る
疑

い
が

あ
る

。
（

面
接

を
重

ね
た

結
果

隠
れ

た
問

題
が

判
明

）
現

在
の

と
こ

ろ
、

在
宅

で
の

援
助

に
よ

り
経

過
を

見
る

こ
と

と
す

る
。

（
援

助
の

選
択

）
２

．
援

助
目

標
の

設
定

母
親

が
育

児
に

自
信

を
持

ち
、

安
定

し
た

母
子

関
係

が
形

成
さ

れ
る

こ
と

を
援

助
目

標
と

す
る

。
３

．
援

助
方

法
の

明
確

化
向

こ
う

３
か

月
は

、
児

童
家

庭
支

援
セ

ン
タ

ー
に

週
一

回
来

所
さ

せ
、

育
児

上
の

具
体

的
な

助
言

を
行

う
。

さ
ら

に
、

二
週

間
に

一
度

家
庭

訪
問

を
行

っ
て

、
よ

り
具

体
的

な
助

言
を

行
う

。
な

お
、

場
合

に
よ

り
、

母
の

育
児

力
回

復
の

た
め

、
１

週
間

程
度

の
シ

ョ
ー

ト
ス

テ
イ

の
活

用
を

検
討

す
る

。
３

か
月

後
、

経
過

良
好

で
あ

れ
ば

、
２

週
間

に
１

回
の

来
所

、
１

か
月

に
一

度
の

家
庭

訪
問

と
す

る
。

（
留

意
点

）
こ

の
母

親
の

場
合

、
高

圧
的

な
態

度
だ

と
助

言
を

受
入

れ
な

い
。

助
言

に
当

た
っ

て
は

受
容

的
態

度
に

留
意

す
る

。

４
．

援
助

計
画

の
再

評
価

家
庭

訪
問

に
よ

り
、

子
ど

も
及

び
母

親
の

偏
食

が
見

ら
れ

、
ま

た
家

庭
が

不
衛

生
な

状
態

で
あ

る
こ

と
が

判
明

し
た

た
め

、
当

分
の

間
、

保
健

師
が

訪
問

指
導

を
行

う
こ

と
と

し
、

双
方

が
情

報
交

換
を

行
い

な
が

ら
援

助
し

て
い

く
こ

と
と

す
る

。
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